
【諮問（個人）第１６０号】 

２８川情個第２５号  

平成２８年１０月１８日  

 川崎市長  福 田 紀 彦  様  

川崎市情報公開・個人情報保護審査会    

会 長  三 浦 大 介    

  保有個人情報開示請求に対する一部承諾処分に係る異議申立てについて（答申） 

平成２７年１０月３０日付け２７川健障更第４０３号で諮問のありました、保有個

人情報開示請求に対する一部承諾処分に係る異議申立ての件について、次のとおり答

申します。 

【事務局】                   

総務企画局情報管理部行政情報課情報公開担当 

電話 ０４４－２００－２１０８ 



１ 審査会の結論 

  実施機関川崎市長が行った異議申立人の保有個人情報開示請求に対する一部承諾

処分は妥当である。 

２ 開示請求内容及び異議申立ての経緯 

（１）異議申立人は、成年被後見人○○○○○（以下「本人」という。）の法定代理

人（成年後見人）として、平成２７年８月３日付けで、川崎市個人情報保護条例

（昭和６０年川崎市条例第２６号。以下「条例」という。）第２６条第１項の規

定により、実施機関川崎市長（以下「実施機関」という。）に対して、本人に関

する「平成２５年○月○日～現在のケース記録と会議記録」の保有個人情報の開

示請求（以下「本件請求」という。）を行った。 

 (２) 実施機関は、本件請求に対し、対象公文書を本人に関する「平成２５年○月○

日から現在のケース記録と会議記録」（以下「本件対象公文書」という。）と

特定し、平成２７年８月２０日付けで、次の部分を不開示とする一部承諾処分

（以下「本件処分」という。）を行った。 

ア ケース記録については、条例第１７条第１号に基づく個人の評価、診断等に

関する情報（専門的見地から行う指導上の所見）、同条第３号に基づく本人以

外の個人に関する情報及び同条第６号に基づく事務又は事業に関する情報（地

方公共団体が行う事業に関する情報） 

イ 会議記録については、条例第１７条第６号に基づく事務又は事業に関する情

報（地方公共団体が行う事業に関する情報） 

（３）異議申立人は、平成２７年１０月１５日付けで、本件処分の取消しを求めて異

議申立てを行った（当審査会諮問（個人）第１６０号事件）。 

３ 異議申立人の主張要旨 

平成２７年１０月１５日付け異議申立書、平成２８月２月４日付け意見書及び

同年３月１５日に実施した口頭意見陳述によれば、異議申立人の主張の要旨は、

次のとおりである。 

（１）異議申立人は平成２７年５月に本人の成年後見人として就任したが、本人に

係る「地域移行に向けての支援」が２年以上の間全く進んでおらず、これまで

どういった支援がなされてきていたのか、また、成年後見人選任までの経過事

情などもまったくわからない状況であった。そこで、今後の生活支援について

何に注意・留意・配慮していく必要があるのかを把握するため、これまでの生

活支援状況に関する情報を収集する必要が生じ、本件請求を行うに至った。 

（２）本人は、これまでに意に沿わないことがあったときや要求を通す手段として、

療養生活を送るうえで必要不可欠な精神科薬や心臓疾患の薬の服薬拒否や提供

される食事の拒否等を続け、心臓機能をはじめとした症状が悪化してしまった

ことがあったと聞いており、これらに関する経過・事情についての手掛かりが

ないと病状悪化のリスクに備えることができない。また、逆に、これらの情報

が開示されなかったことにより、情報を知っていれば防げたはずの事故、事件
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が生じる等、本人に不利益を生じてしまうことも想定できる。その他、保有個

人情報を全面的に公開されないことで、生命・健康・財産等の事故・事件が生

じた場合に十分適切に対応できない可能性がある。 

（３）条例第１７条第１号該当箇所について、異議申立人は、福祉の専門職として

本人に対する身上看護義務と善管注意義務、個人情報保護義務を課せられてい

る。不開示部分が開示されたとしても本人に不利益となることはなく、むしろ、

異議申立人が後見事務を適切に進めていくためには、実施機関の持つ専門的知

見を知ることは不可欠である。開示することにより、実施機関の今後の生活指

導に影響が生じることはなく、開示請求者に知らせないことが正当とは認めら

れない。 

（４）条例第１７条第３号関係について、実施機関が呈示した不開示理由では、

「本人等以外の特定の個人を識別することができるもの」なのか、「開示する

ことによりなお本人等以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの」なの

かが分からず、理由として不十分である。 

（５）条例第１７条第６号関係について、実施機関は、知的障害者福祉法（昭和３５

年法律第３７号）第９条第６項及び第７項に基づき関連機関に対する指導助言を

業務とする機関であることから、他業務との関係性によらず独立していると考え

る。開示することにより関係機関との間で支障をきたす恐れはないと考えられる

ため、理由として不十分であり、関係機関の名称と機関ごとの理由を明らかにす

べきである。 

（６）本件処分の理由は、主として「本人や関係機関との間の関係性や信頼関係を

損ねるおそれがあり、川崎市障害者更生相談所（以下「更生相談所」という。）

の事業遂行や今後の生活指導に支障をきたすおそれがある」という内容であり、

実施機関や関係機関側の事情や都合が、日本国憲法第１３条で保障されている

はずの「情報にアクセスする権利」、「プライバシーの権利」、「自分の情報

をコントロールする権利」といった個人の人権よりも不当に広大に優先されて

いる。 

   本件請求の具体的な必要が本人の生命・身体等の利益に関わるものであるこ

とに比して、不開示の理由として言及されている危険や理由はごく抽象的なも

のにとどまり、実施機関側の事情・都合が安易に優先されてはならないと考え

る。 

４ 実施機関の主張要旨 

平成２７年１２月１８日付け処分理由説明書及び平成２８年４月１９日実施の口

頭による処分理由説明によれば、実施機関の主張の要旨は、次のとおりである。 

（１）在宅障害者地域サービス事業（以下「本件事業」という。）は、更生相談所の

主要業務の一つとして、知的障害者福祉法第１１条第１項第２号ロ及び第１２条

第２項に基づき実施している。同事業は、支援関係者及び関係機関（以下「支援

関係者等」という。）からの依頼により、安定した地域生活が困難な知的障害者

の個々の障害特性に応じた対応方法等について、知的障害者や支援関係者等とと
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もに課題の解決を図ることを目的とした相談支援業務である。 

本件対象公文書は、本件事業における本人に関する記録であり、本人に係る指

導、相談内容及び実施機関と本人、支援関係者等とのやり取りの内容等が記載

されたものである。 

（２）条例第１７条第１号該当箇所については、本人に係る評価、指導、相談に関す

る情報で、開示することによって本人に不利益があるなど、実施機関における当

該事業の目的達成を著しく困難にする情報である。 

異議申立人は、当該情報は開示されても本人の不利益にならず、むしろ後見事

務上で不可欠と主張している。しかし、本件対象公文書を開示することで、実施

機関、本人及び支援関係者等との相互の信頼関係が損なわれ、本人が異議申立人

や実施機関、支援関係者等に相談しなくなったり、支援の拒否をしたりすること

により、本人の生活課題や困難の解決につながらず、相談支援自体の遂行が難し

くなることから、結果的に本人の不利益になってしまう。 

また、これらの情報が開示され、本人と実施機関又は支援関係者等との信頼関

係が損なわれると、実施機関と支援関係者等の連絡調整や情報共有が困難となる。

このことでも同様に、本人の支援が困難となり、支援関係者等の課題が解決され

ず、本人の不利益が生じることから不開示とした。 

なお、異議申立人は更生相談所の持つ専門的知見を知ることは成年後見人とし

て不可欠としているが、知的障害者福祉法施行令（昭和３５年政令第１０３号）

第１条により、本人若しくはその保護者等は実施機関の作成する判定書の交付を

求めることができ、それによって、実施機関の専門的知見を知ることは可能であ

る。 

（３）条例第１７条第３号該当箇所については、本人等以外の個人に関する情報で

ある。これらの不開示部分は本人等以外の特定の個人を識別することができる

情報であり、たとえ、氏名のみを不開示としたとしても、本人等以外の権利利

益を害する情報であることから不開示とした。 

（４）条例第１７条第６号該当箇所については、支援関係者等からの相談内容や聴

き取り内容、また、それらへの対応・調整といった実施機関における事業手法

等が記載されている。更生相談所では、知的障害者福祉法第９条第６項及び第

７項による支援関係者等への指導助言は行うが、そのための支援関係者等との

日常的な連絡調整業務は欠かせず、他機関から独立して業務を遂行することは

不可能である。これらの情報が開示されることが前提となると、支援関係者等

が情報提供することをためらうなど適切な情報が得られなくなり、実施機関及

び支援関係者等による本人への安定した相談支援と障害福祉サービス提供がで

きず、今後の業務遂行を著しく困難にすることから、不開示とした。 

５ 審査会の判断 

（１）異議申立ての対象処分 

実施機関は、本件請求に対し、別紙１「ケース記録票」中、１（１）、２（３）

（５）（７）、３（２）、４（２）（５）、５（２）～（４）（６）（８）、６
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（３）（５）（６）、７（３）（４）、８（４）（６）、９（５）（６）、１０

（２）（３）、１１（１）、１２（１）（３）（５）（８）、１３（１）～（４）

（７）、１４（２）（３）（６）（８）、１５（２）（４）（５）、１８（１）

（４）（６）（８）、１９（２）（７）、２０（２）、２１（１）（以下これら

を「不開示情報Ａ」という。）を条例第１７条第１号に該当するとして不開示と

した。 

また、実施機関は、別紙１「ケース記録票」中、１（４）（５）、２（１）

（６）（以下これらを「不開示情報Ｂ」という。）を同条第３号に該当するとし

て不開示とした。 

さらに、実施機関は、別紙１「ケース記録票」中、１（２）、２（２）、４

（１）（３）（４）（６）（７）、５（１）（５）（７）、６（１）（２）

（４）、７（１）（２）（５）～（９）、８（１）～（３）（５）（７）、９

（１）～（４）、１０（１）（４）～（７）、１１（２）～（４）、１２（２）

（４）（６）（７）、１３（５）（６）（８）、１４（１）（４）（５）（７）、

１５（１）（３）、１６、１７、１８（２）（３）（５）（７）（９）、１９

（１）（３）～（６）、２０（１）、２１（２）及び別紙２「会議記録」２２～

２４全部（以下これらを「不開示情報Ｃ」という。）を同条第６号に該当すると

して不開示とし、別紙１「ケース記録票」中、１（３）、２（４）、３（１）

（以下これらを「不開示情報Ｄ」という。）を同条第３号及び同条第６号に該当

するとして不開示とした。 

   これに対し、異議申立人は、いずれも開示すべきであるとして処分の取消しを

求めている。 

そこで、不開示情報ＡからＤに対する同条各号の該当性について、以下検討す

る。 

（２）不開示情報Ａの条例第１７条第１号該当性について 

   条例第１７条第１号は、開示請求に係る本人の評価、診断、判定、指導、相談、

選考等に関する情報（以下「本人の評価、診断等に関する情報」という。）であ

って、開示請求者に知らせないことが正当と認められるものについて、これを不

開示情報とする旨定めている。ここでいう「開示請求者」とは、開示請求に係る

本人及び第１６条第４項（本人が死亡している場合）に規定する開示請求者とさ

れているところ、本件請求における「開示請求者」は本人となる。 

   そこで、不開示情報Ａに対する同条第１号の該当性について、以下検討する。 

  ア 本人の評価、診断等に関する情報該当性 

    不開示情報Ａは、本件事業に基づく本人の支援等に関する記録であり、本人

に係る指導、実施機関や支援関係者等に対する本人の相談内容及び本人に対す

る支援上の評価等が記載された情報であることから、条例第１７条第１号にい

う本人の評価、指導、相談に関する情報等に関する情報に該当する。 

イ 開示請求者に知らせないことが正当と認められるか否かについて 

   開示請求者に知らせないことが正当と認められる場合とは、開示請求者に開

示することにより、事務の目的達成を著しく困難にする等のおそれがあるため、
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比較衡量の結果、開示請求者に知らせないことが正当と認められる場合をいう。 

この点、成年後見人である異議申立人は、異議申立人が社会福祉士として本

人に対する身上看護義務と善管注意義務、個人情報保護義務を課せられている

ことから、不開示部分が開示されたとしても本人に不利益となることはなく、

むしろ、異議申立人が不開示情報を知ることは、後見事務を適切に進めていく

ために不可欠であるから、開示すべきであると主張する。 

    しかしながら、本件請求において検討が必要となるのは、異議申立人に対し

てではなく、本人に対して当該不開示情報を知らせないことが正当と認められ

るか否かという点である。 

   この点、実施機関が行っている本件事業は、更生相談所の主要業務の一つと

して、知的障害者福祉法第１１条第１項第２号ロ及び第１２条第２項に基づき

実施されているものであって、支援関係者等からの依頼により、安定した地域

生活が困難な知的障害者の個々の障害特性に応じた対応方法等について、知的

障害者や支援関係者等とともに課題の解決を図ることを目的とした相談支援業

務である。 

したがって、本件事業の目的を達成するには、適切な相談支援を継続的に行

っていく必要があり、そのためには、支援対象者と実施機関又は支援関係者等

との相互の連携や信頼関係が不可欠なのであって、その相談支援内容や記録の

秘密保持には十分な配慮が必要となる。 

この点、特に本件支援対象者である本人の障害特性等に鑑みれば、本人に係

る指導、実施機関や支援関係者等に対する本人の相談内容及び本人に対する支

援上の評価等が記載された情報が本人の知るところとなると、本人と実施機関

又は支援関係者等との信頼関係が損なわれ、本人が実施機関や支援関係者等に

相談しなくなったり、支援を拒否したり、拒食・服薬拒否行動をとることによ

って病状が悪化したりすることにより、相談支援自体の遂行が難しくなり、本

人に対して、適切な指導、相談等の支援が行えなくなることが考えられる。 

   したがって、不開示情報Ａは、条例第１７条第１号の本人の評価、指導、相

談等に関する情報であって、本人の知るところとなると、実施機関の本件相談

業務の目的達成を著しく困難にする等のおそれがあり、開示請求者に知らせな

いことが正当と認められる。 

ウ 以上から、不開示情報Ａを不開示とした実施機関の処分は妥当である。 

（３）不開示情報Ｂの条例第１７条第３号該当性について 

   条例第１７条第３号は、本人以外の個人に関する情報であって、当該情報に含

まれる氏名、生年月日その他の記述等により本人以外の特定の個人を識別するこ

とができるもの（他の情報と照合することにより、本人以外の特定の個人を識別

することができるものを含む。）又は本人以外の特定の個人を識別することはで

きないが、開示することにより、なお本人以外の個人の権利利益を害するおそれ

があるものを不開示情報とする旨定めている。 

   そこで、不開示情報Ｂに対する同条第３号の該当性について、以下検討する。 

  ア 本人以外の個人に関する情報該当性 
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    まず、不開示情報Ｂには、本人以外の第三者の氏や略称等が記載されている

部分があり、これらは、本人以外の個人に関する情報であって、本人以外の特

定の個人を識別することができるもの（他の情報と照合することにより、本人

以外の特定の個人を識別することができるものを含む。）に該当する。 

    また、不開示情報Ｂ中、上記の他の部分には、本人以外の第三者が相談した

り話したりした内容等が記録されていることから、同部分は、本人以外の個人

に関する情報でもあり、かつ、仮に本人以外の特定の個人を識別することがで

きる部分を除いたとしても、その内容からすれば、開示することにより、第三

者の相談内容の秘密保持が保てなくなり、第三者の正当な権利利益を害するお

それがある情報と考えられる。 

    したがって、不開示情報Ｂは、条例第１７条第３号の本人以外の個人に関す

る情報であって、本人以外の特定の個人を識別できるもの（他の情報と照合す

ることにより、本人以外の特定の個人を識別することができるものを含む。）

又は識別できないとしても開示することにより本人以外の個人の権利利益を害

するおそれがあるものに該当する。 

イ 以上から、不開示情報Ｂを不開示とした実施機関の処分は妥当である。 

（４）不開示情報Ｃの条例第１７条第６号該当性について 

   条例第１７条第６号は、市の機関が行う事務又は事業に関する情報であって、

開示することにより当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行

に支障を及ぼすおそれがあるものを不開示情報とする旨定めている。 

   そこで、不開示情報Ｃに対する同条第６号の該当性について、以下検討する。   

  ア 市の機関が行う事務又は事業に関する情報該当性 

不開示情報Ｃは、本件事業に基づく本人の支援についての、支援関係者等か

らの相談内容や聴き取り内容、相互の連絡内容等が記載されていることから、

市の機関が行う事務又は事業に関する情報に該当する。 

  イ 事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるのか否かについて 

    事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼす場合とは、支障が実質的なもので

あって、そのおそれの程度も確率的な可能性があるだけでは足りず蓋然性があ

ることが必要である。 

   この点、異議申立人は、実施機関は、知的障害者福祉法第９条第６項及び第

７項に基づき関連機関に対する指導助言を業務とする独立した機関であること

から、これらの情報を開示することにより関係機関との間で支障をきたすおそ

れはない旨主張する。 

しかしながら、本件事業は、支援関係者等からの依頼により、安定した地域

生活が困難な知的障害者の個々別々の障害特性に応じた対応方法等について、

知的障害者や支援関係者等とともに課題の解決を図ることを目的とした相談支

援業務であり、事業の目的や性質上、支援関係者等との連携を必要としている。

また、知的障害者福祉法第９条第６項及び第７項による支援関係者等への指導

助言を適切に行うためにも、むしろ本件事業において、支援関係者等との日常

的な連絡調整業務は欠かせないものと思われる。 
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  したがって、本人の障害特性等に鑑みても、本件事業に関して実施機関と支

援関係者等との間の連絡内容等が開示されることが前提となると、支援関係者

等が相談したり情報提供したりすることをためらうなどして適切な情報が得ら

れなくなり、今後、実施機関と支援関係者等との間の情報連携、連絡等が適切

に行えなくなる蓋然性があると考えられる。 

    したがって、不開示情報を開示した場合、本件相談業務の遂行に支障を及ぼ

すおそれがあり、同情報は条例第１７条第６号に該当するといえる。 

ウ 以上から、不開示情報Ｃを不開示とした実施機関の処分は妥当である。 

（５）不開示情報Ｄの条例第１７条第３号及び同条第６号該当性について 

   不開示情報Ｄは、本人以外の第三者が相談したり話したりした内容が記載され

ているとともに、本件事業における実施機関と支援関係者等との間の連絡内容等

が記載されている。 

   そうすると、前述と同様に、不開示情報Ｄは、条例第１７条第３号及び同条第

６号に該当する。 

   したがって、不開示情報Ｄを不開示とした実施機関の処分は妥当である。 

（６）結論 

以上から、不開示情報ＡからＤを不開示とした実施機関の処分は妥当である。 

（７）付言 

なお、異議申立人が成年後見人として後見事務を適切に進めていくために、実

施機関の持つ専門的知見を知ることは不可欠であるとの異議申立人の主張につい

て、本審査会が実施機関に確認したところ、成年後見人としての職務を遂行する

にあたり必要となる情報等について、支援関係者である異議申立人と連携してい

く中で、本件事業に基づく本人に対する支援の一環として、通常どおり個別に提

供していくことは差し支えないとの回答を得ているので、その旨付言する。

 以上の理由により、前記１に記載の「審査会の結論」のとおり答申する。 

川崎市情報公開・個人情報保護審査会（五十音順） 

委 員  大 関 亮 子 

委 員  早 川 和 宏 

委 員  人 見  剛 

委 員  葭 葉 裕 子 
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別紙１　　ケース記録票

頁 行 不　　　開　　　示　　　情　　　報
条例第１７条
中該当号数

本答申書に
おける分類

（１） １ ４、５行目 個人の評価、診断等に関する情報 １号 Ａ

（２） １ ９～１４行目 事務又は事業に関する情報 ６号 Ｃ

（３） １ １６～２２行目
本人以外の個人に関する情報、事務又は事業に
関する情報

３号、６号 Ｄ

（４） １ ２４行目 本人以外の個人に関する情報 ３号 Ｂ

（５） １ ２６～３１行目 本人以外の個人に関する情報 ３号 Ｂ

（１） ２ １～７行目 本人以外の個人に関する情報 ３号 Ｂ

（２） ２ １１、１２行目 事務又は事業に関する情報 ６号 Ｃ

（３） ２ １３、１４行目 個人の評価、診断等に関する情報 １号 Ａ

（４） ２ １４～１７行目
本人以外の個人に関する情報、事務又は事業に
関する情報

３号、６号 Ｄ

（５） ２ １７、１８行目 個人の評価、診断等に関する情報 １号 Ａ

（６） ２ １９行目 本人以外の個人に関する情報 ３号 Ｂ

（７） ２ １９～２２行目 個人の評価、診断等に関する情報 １号 Ａ

（１） ３ １４～１６行目
本人以外の個人に関する情報、事務又は事業に
関する情報

３号、６号 Ｄ

（２） ３ ２８行目 個人の評価、診断等に関する情報 １号 Ａ

（１） ４ ３行目 事務又は事業に関する情報 ６号 Ｃ

（２） ４ ６～８行目 個人の評価、診断等に関する情報 １号 Ａ

（３） ４ １０、１１行目 事務又は事業に関する情報 ６号 Ｃ

（４） ４ １３行目 事務又は事業に関する情報 ６号 Ｃ

（５） ４ １５、１６行目 個人の評価、診断等に関する情報 １号 Ａ

（６） ４ １９行目 事務又は事業に関する情報 ６号 Ｃ

（７） ４ ２１～３１行目 事務又は事業に関する情報 ６号 Ｃ

（１） ５ １行目 事務又は事業に関する情報 ６号 Ｃ

（２） ５ ４、５行目 個人の評価、診断等に関する情報 １号 Ａ

（３） ５ １０～１２行目 個人の評価、診断等に関する情報 １号 Ａ

（４） ５ １５行目 個人の評価、診断等に関する情報 １号 Ａ

（５） ５ １６～２１行目 事務又は事業に関する情報 ６号 Ｃ

（６） ５ ２１～２３行目 個人の評価、診断等に関する情報 １号 Ａ

（７） ５ ２６、２７行目 事務又は事業に関する情報 ６号 Ｃ

（８） ５ ２７行目 個人の評価、診断等に関する情報 １号 Ａ

（１） ６ １７～１９行目 事務又は事業に関する情報 ６号 Ｃ

（２） ６ ２２行目 事務又は事業に関する情報 ６号 Ｃ
６

番号

１

３

４

５

２
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頁 行 不　　　開　　　示　　　情　　　報
条例第１７条
中該当号数

本答申書に
おける分類

番号

（３） ６ ２４、２５行目 個人の評価、診断等に関する情報 １号 Ａ

（４） ６ ２５行目 事務又は事業に関する情報 ６号 Ｃ

（５） ６ ２６～２８行目 個人の評価、診断等に関する情報 １号 Ａ

（６） ６
３１行目～７頁１
行目

個人の評価、診断等に関する情報 １号 Ａ

（１） ７ １、２行目 事務又は事業に関する情報 ６号 Ｃ

（２） ７ ３、４行目 事務又は事業に関する情報 ６号 Ｃ

（３） ７ ４行目 個人の評価、診断等に関する情報 １号 Ａ

（４） ７ ８、９行目 個人の評価、診断等に関する情報 １号 Ａ

（５） ７ １０、１１行目 事務又は事業に関する情報 ６号 Ｃ

（６） ７ １５行目 事務又は事業に関する情報 ６号 Ｃ

（７） ７ １７～２２行目 事務又は事業に関する情報 ６号 Ｃ

（８） ７ ２６、２７行目 事務又は事業に関する情報 ６号 Ｃ

（９） 7 ２９～３１行目 事務又は事業に関する情報 ６号 Ｃ

（１） ８ １～４行目 事務又は事業に関する情報 ６号 Ｃ

（２） ８ ６行目 事務又は事業に関する情報 ６号 Ｃ

（３） ８ ８、９行目 事務又は事業に関する情報 ６号 Ｃ

（４） ８ ９～１１行目 個人の評価、診断等に関する情報 １号 Ａ

（５） ８ １１、１２行目 事務又は事業に関する情報 ６号 Ｃ

（６） ８ １２、１３行目 個人の評価、診断等に関する情報 １号 Ａ

（７） ８ １５、１６行目 事務又は事業に関する情報 ６号 Ｃ

（１） ９ ４行目 事務又は事業に関する情報 ６号 Ｃ

（２） ９ ６行目 事務又は事業に関する情報 ６号 Ｃ

（３） ９ ８～１５行目 事務又は事業に関する情報 ６号 Ｃ

（４） ９ １７行目 事務又は事業に関する情報 ６号 Ｃ

（５） ９ １９行目 個人の評価、診断等に関する情報 １号 Ａ

（６） ９ ２７行目 個人の評価、診断等に関する情報 １号 Ａ

（１） １０ １、２行目 事務又は事業に関する情報 ６号 Ｃ

（２） １０ ７～９行目 個人の評価、診断等に関する情報 １号 Ａ

（３） １０ １２、１３行目 個人の評価、診断等に関する情報 １号 Ａ

（４） １０ １７行目 事務又は事業に関する情報 ６号 Ｃ

（５） １０ １９行目 事務又は事業に関する情報 ６号 Ｃ

（６） １０ ２３、２４行目 事務又は事業に関する情報 ６号 Ｃ

（７） １０ ２６、２７行目 事務又は事業に関する情報 ６号 Ｃ

７

８

６

９

１０
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頁 行 不　　　開　　　示　　　情　　　報
条例第１７条
中該当号数

本答申書に
おける分類

番号

（１） １１ ５、６行目 個人の評価、診断等に関する情報 １号 Ａ

（２） １１ ６、７行目 事務又は事業に関する情報 ６号 Ｃ

（３） １１ １１行目 事務又は事業に関する情報 ６号 Ｃ

（４） １１ １３～１８行目 事務又は事業に関する情報 ６号 Ｃ

（１） １２ ８～１０行目 個人の評価、診断等に関する情報 １号 Ａ

（２） １２ １１、１２行目 事務又は事業に関する情報 ６号 Ｃ

（３） １２ １４行目 個人の評価、診断等に関する情報 １号 Ａ

（４） １２ １４、１５行目 事務又は事業に関する情報 ６号 Ｃ

（５） １２ １７～１９行目 個人の評価、診断等に関する情報 １号 Ａ

（６） １２ ２０行目 事務又は事業に関する情報 ６号 Ｃ

（７） １２ ２２行目 事務又は事業に関する情報 ６号 Ｃ

（８） １２ ２６～３１行目 個人の評価、診断等に関する情報 １号 Ａ

（１） １３ １～４行目 個人の評価、診断等に関する情報 １号 Ａ

（２） １３ １０行目 個人の評価、診断等に関する情報 １号 Ａ

（３） １３ １２、１３行目 個人の評価、診断等に関する情報 １号 Ａ

（４） １３ １６、１７行目 個人の評価、診断等に関する情報 １号 Ａ

（５） １３ １９行目 事務又は事業に関する情報 ６号 Ｃ

（６） １３ ２１、２２行目 事務又は事業に関する情報 ６号 Ｃ

（７） １３ ２６、２７行目 個人の評価、診断等に関する情報 １号 Ａ

（８） １３ ３０、３１行目 事務又は事業に関する情報 ６号 Ｃ

（１） １４ ２～７行目 事務又は事業に関する情報 ６号 Ｃ

（２） １４ １３行目 個人の評価、診断等に関する情報 １号 Ａ

（３） １４ ２０、２１行目 個人の評価、診断等に関する情報 １号 Ａ

（４） １４ ２２～２４行目 事務又は事業に関する情報 ６号 Ｃ

（５） １４ ２８行目 事務又は事業に関する情報 ６号 Ｃ

（６） １４ ３０行目 個人の評価、診断等に関する情報 １号 Ａ

（７） １４ ３０、３１行目 事務又は事業に関する情報 ６号 Ｃ

（８） １４
３１行目～１５頁１
行目

個人の評価、診断等に関する情報 １号 Ａ

（１） １５ ３～５行目 事務又は事業に関する情報 ６号 Ｃ

（２） １５ １０、１１行目 個人の評価、診断等に関する情報 １号 Ａ

（３） １５ １４～１６行目 事務又は事業に関する情報 ６号 Ｃ

（４） １５ ２０行目 個人の評価、診断等に関する情報 １号 Ａ

（５） １５ ２６行目 個人の評価、診断等に関する情報 １号 Ａ

１４

１２

１３

１５

１１

10



頁 行 不　　　開　　　示　　　情　　　報
条例第１７条
中該当号数

本答申書に
おける分類

番号

（１） １６ １～３行目 事務又は事業に関する情報 ６号 Ｃ

（２） １６ ７～１５行目 事務又は事業に関する情報 ６号 Ｃ

（１） １７ ２行目 事務又は事業に関する情報 ６号 Ｃ

（２） １７ ６、７行目 事務又は事業に関する情報 ６号 Ｃ

（３） １７ １０～１５行目 事務又は事業に関する情報 ６号 Ｃ

（４） １７ ２４～２７行目 事務又は事業に関する情報 ６号 Ｃ

（１） １８ １、２行目 個人の評価、診断等に関する情報 １号 Ａ

（２） １８ ２～４行目 事務又は事業に関する情報 ６号 Ｃ

（３） １８ ６行目 事務又は事業に関する情報 ６号 Ｃ

（４） １８ ８行目 個人の評価、診断等に関する情報 １号 Ａ

（５） １８ ８～１０行目 事務又は事業に関する情報 ６号 Ｃ

（６） １８ １０～１２行目 個人の評価、診断等に関する情報 １号 Ａ

（７） １８ １２～１８行目 事務又は事業に関する情報 ６号 Ｃ

（８） １８ １９行目 個人の評価、診断等に関する情報 １号 Ａ

（９） １８ ２７～３１行目 事務又は事業に関する情報 ６号 Ｃ

（１） １９ １、２行目 事務又は事業に関する情報 ６号 Ｃ

（２） １９ ７～９行目 個人の評価、診断等に関する情報 １号 Ａ

（３） １９ １１行目 事務又は事業に関する情報 ６号 Ｃ

（４） １９ １３行目 事務又は事業に関する情報 ６号 Ｃ

（５） １９ １５～２２行目 事務又は事業に関する情報 ６号 Ｃ

（６） １９ ２５、２６行目 事務又は事業に関する情報 ６号 Ｃ

（７） １９ ３１行目 個人の評価、診断等に関する情報 １号 Ａ

（１） ２０ １９～２１行目 事務又は事業に関する情報 ６号 Ｃ

（２） ２０ ２８、２９行目 個人の評価、診断等に関する情報 １号 Ａ

（１） ２１ ２、３行目 個人の評価、診断等に関する情報 １号 Ａ

（２） ２１ ２９行目 事務又は事業に関する情報 ６号 Ｃ

１８

１９

２０

２１

１６

１７
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別紙２　 会議記録

番号 頁 行 不　　　開　　　示　　　情　　　報
条例第１７条
中該当号数

本答申書に
おける分類

２２ ２２ 全部 事務又は事業に関する情報 ６号 Ｃ

２３ ２３ 全部 事務又は事業に関する情報 ６号 Ｃ

２４ ２４ 全部 事務又は事業に関する情報 ６号 Ｃ
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